


第１１号議案 要旨 

 

北はりま消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定 

（要旨） 

 

１ 制定理由 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２９号）の施行

により、一般職非常勤職員として位置付けられる会計年度任用職員制度が新たに導入され

ることを受け、会計年度任用職員の給与及び費用弁償について定めるため条例を制定する

もの。 

 

２ 制定内容 

⑴ 給与【第２条】 

ア フルタイム 

給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当 

※支給できない手当 

管理職手当、扶養手当、住居手当、勤勉手当 

イ パートタイム 

報酬及び期末手当 

⑵ フルタイム会計年度任用職員の給料【第３条、第４条】 

一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）別表行政職俸給表の一

部を準用する。 

 ⑶ フルタイム会計年度任用職員の給料の支給【第５条】 

   正規職員の規定を準用する。 

⑷ フルタイム会計年度任用職員の各種手当 

  全て正規職員の規定を準用する。 

  ア 通勤手当【第６条】 

  イ 時間外勤務手当【第７条】（読替あり） 

  ウ 休日勤務手当【第８条】（読替あり） 

  エ 夜間勤務手当【第９条】（読替あり） 

 ⑸ フルタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの給与額の算出【第１０条】 

   正規職員の規定を準用する。（読替あり） 

 ⑹ フルタイム会計年度任用職員の給与の減額【第１１条】 

   正規職員の規定を準用する。（読替あり） 

 ⑺ フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理【第１２条】 



勤務１時間につき支給する時間外手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定す

る場合において、当該額に５０銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、５０銭

以上１円未満の端数を生じたときは、これを１円に切り上げる。 

 ⑻ フルタイム会計年度任用職員の期末手当【第１３条】 

   正規職員の規定を準用する。 

   ただし、任期の定めが６月以上の者に限る。 

 ⑼ パートタイム会計年度任用職員の報酬【第１４条】 

   フルタイムの月額に、１週間当たりの勤務時間を３８時間４５分で除して得た数を乗

じて得た額とする。 

 ⑽ パートタイム会計年度任用職員の各種手当 

  ア 時間外勤務手当【第１５条】 

    正規の勤務時間（７時間４５分）までは、１００分の１００を乗じて得た額とし、

それを超えて勤務した場合は、正規職員と同様に算定し、報酬として支給する。 

  イ 休日勤務手当【第１６条】 

    正規職員と同様に算定し、報酬として支給する。 

  ウ 夜間勤務手当【第１７条】 

    正規職員と同様に算定し、報酬として支給する。 

 ⑾ パートタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの報酬額の算出【第１８条】 

   フルタイムの月額を所定勤務日数、所定勤務時間で割り戻す。 

 ⑿ パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額【第１９条】 

   正規の勤務時間に勤務しなかったときの給与の減額について、月額支給の者と日額支

給の者のそれぞれの方法を規定 

 ⒀ パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理【第２０条】 

   フルタイム会計年度任用職員と同じ 

 ⒁ パートタイム会計年度任用職員の期末手当【第２１条】 

   正規職員と同様に算定する。 

   ただし、１週間の所定勤務日数が４日以下の者にあっては、１週間の所定勤務日数で

割り戻す。 

 ⒂ パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給【第２２条】 

   規則で定める期日に支給する。 

 ⒃ 会計年度任用職員の給与からの控除【第２３条】 

  ア 兵庫県市町村職員共済組合の団体取扱いに係る積立貯金 

  イ その他任命権者が認めたもの 

 ⒄ 任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与【第２４条】 

   勤務の特殊性等を考慮し任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与につい



て、別に定めることができる旨の規定 

 ⒅ パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償【第２５条】 

   正規職員と同様に算定し、費用弁償として支給する。 

 ⒆ パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅費に係る費用弁償【第２６条】 

   正規職員の例による。 

 ⒇ 会計年度任用職員の給与の口座振込【第２７条】 

   正規職員の規定を準用する。 

 (21) 委任【第２８条】 

   規則への委任 

  

３ 施行期日 

  令和２年４月１日 



第１２号議案 要旨 

 

北はりま消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定（要旨） 

 

１ 制定理由 

北はりま消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定に伴い、関

係する条例において所要の措置を講ずる必要があるため。 

 

２ 制定内容 

 関係する条例７本を改正する。 

⑴ 北はりま消防組合定数条例の一部改正 

  「臨時に雇用」→「臨時的に任用」 

⑵ 北はりま消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正 

  フルタイム会計年度任用職員を報告対象に含める。 

⑶ 北はりま消防組合職員の分限及び懲戒に関する条例の一部改正 

  会計年度任用職員に必要な読替えを規定 

⑷ 北はりま消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正 

  「、別に規則で定める。」→「、規則で定める基準に従い、任命権者が定める。」 

⑸ 北はりま消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正 

  非常勤職員、短時間勤務職員の取扱いを追加する。 

⑹ 北はりま消防組合職員の互助共済制度に関する条例の一部改正 

  「臨時に勤務する者」→「臨時的に任用される者」 

⑺ 北はりま消防組合職員の給与に関する条例の一部改正 

  会計年度任用職員の給与は、別の条例に定めることとする。 

 

３ 施行期日 

  令和２年４月１日 

 



第１３号議案 要旨 

 

   北はりま消防組合職員の分限及び懲戒に関する条例及び北はりま消防組合職員 

の給与に関する条例の一部改正（要旨） 

 

１ 改正理由 

 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に

関する法律」が令和元年６月１４日に公布され、これに伴い、成年被後見人又は被保佐

人であることを理由に不当な差別をされることのないよう、各種法律の「欠格条項」が

原則として削除されることとなり、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６

条においても「成年被後見人又は被保佐人」が欠格要件から削除された。 

 これに伴い、条例中の文言の整理を図るもの。 

 

２ 改正内容 

 ⑴ 北はりま消防組合職員の分限及び懲戒に関する条例の一部改正 

 ⑵ 北はりま消防組合職員の給与に関する条例の一部改正 

  いずれも文言の整理を行うこと。 

 

３ 施行期日 

  令和元年１２月１４日 

 






